
行政改革の取り組みと改革の内容

１  事務事業の見直し
①既存事業の整理合理化
全庁的な事務事業について精査し、
廃止を含め整理統合を推進
②行政評価システムの導入
事務事業の成果・費用対効果等を評
価するシステムを導入し課題を把
握。事務事業の継続的な見直しに活
用
③投資的経費の見直し
臨時的な災害関連経費を除き、年間
総額を定める
④電子自治体の構築
ＬＡＮ・文書管理システムを活用し
て事務処理の効率化を図る。住民の
申請業務等は、インターネットを活
用したシステムの構築を推進
⑤公共工事の入札・契約の適正化
入札・執行業務の一元化を図り、契
約業務の適正化を推進
⑥委員会・審議会の見直し
町主体による内容の類似したものか
ら統廃合を推進
⑦議会・農業委員会の定数の見直し
類似団体、近隣市町等を参考に、行
財政規模に応じた定数に削減するこ
とを要望

２  民間委託等の推進
①指定管理者制度の導入
指定管理者制度の導入できなかった
施設について積極的導入の推進
②ＰＦＩ手法の検討
民間の資金力・経営能力・技術的能
力を活用（ＰＦＩ）した効率的かつ
効果的な公共サービスの提供

③ＮＰＯの育成と協働
非営利活動を実践する民間団体（Ｎ
ＰＯ）の育成と、行政とＮＰＯの特
長を生かした協働を推進

３  組織・機構の見直し
①組織・機構の見直し
わかりやすく、利用しやすい組織・
機構の構築。分庁方式による庁舎利
用の機能を、本庁・支所方式へ移行
②消防組織の再編
常備消防の組織体制（分遣所の統合
等）の充実と非常備消防団組織の見
直し
③男女共同参画社会の実現
各種委員会・審議会等への女性委員
の積極的な登用
④行政連絡員の再編
自治公民館の合併支援と行政連絡員
数の縮小
⑤幼稚園の見直し
幼稚園の民間移譲の推進
⑥小中学校の統廃合
複式学級の解消を原則として、児童・
生徒への教育的配慮を考慮のうえ取
り組む

４  定員管理・給与等の適正化
①定員管理の適正化
定員管理適正化計画を策定し、職員
数の適正化を図る
②給与の適正化・手当の見直し
職員の給与水準の適正化に努め、人
件費の抑制を図る
③定員管理・給与適正化の公表
町広報・インターネットによる公表
④特別職・議員報酬の見直し
特別職報酬審議会に諮り見直し

５  経費節減・財政運営の健全化
①自主財源の確保および使用料・手
数料の見直し
町税の収納率の向上に積極的に取り
組み、使用料・手数料については、
見直しを進め、歳入の確保に努める
②補助金・負担金の見直し
補助金等の交付の見直し基準を策定
し、整理・廃止・削減・統合等の見
直しを図る
③財政健全化計画の策定
長期的な財政シミュレーションを策
定し、地方債借入れについては、災
害特別分を除き、当該年度の元金償
還金内とする。起債計画を策定し起
債制限に関する規制を設ける
④財産処分と基金造成
財産の適正かつ効率的な活用に努
め、未利用地など処分可能な財産は
売却。合併特例債等による基金造成

６  公社・公営企業等の経営健全化
①公社・公営企業の経営健全化
サービス向上と運営の効率化を図る
とともに、自主的な管理運営を推進
②第３セクター事業の見直し
監査体制を強化し、点検評価の充実・
強化を図り、統廃合・民間譲渡・完
全民営化を含めた既存法人の見直し
を積極的に推進

７  能力開発等の人材育成
①職員の意識改革
町民のニーズに柔軟な発想で対応で
きるような意識改革を図る
②地方分権時代に適応する人材育成
幅広い視野と先見性、変化への適応
力を備えた職員の育成
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